
第18回こどもの貧困対策推進本部会議　資料３－１

R６年度 R７年度（案）

1 教育委員会事務局 447,407 494,027 他重点

447,407 494,027

2 大正区 17,274 19,289 継続

3 港区 5,316 5,316 継続

4 中央区 4,211 4,574 継続

5 東成区 1,788 1,788 継続

6 東成区 287 287 継続

7 淀川区 1,979 4,948 拡充

8 浪速区 4,164 新規

9 福島区 4,972 新規

10 西区 5,751 新規

11 西成区 147,859 145,859 他重点

178,714 196,948

12 こども青少年局 27,551 34,310 継続

13 こども青少年局 10,020 9,420 継続

37,571 43,730

14 こども青少年局 333,179 358,568 継続

15 教育委員会事務局 335,128 351,451 継続

16 こども青少年局 18,679 27,129 拡充

686,986 737,148

学習習慣の定着（※再掲含む）　　計

不登校対策

令和７年度　こどもの貧困対策関連事業（重点的に取り組むもの）

　令和７年度予算案　重点施策推進経費　１，６５９，５８９千円　※西成区、教育委員会再掲含む

区
分

No. 所　　属 事　　　業　　　名
重点経費（千円）

区分

学習支援の充実

➢特に、学力に課題の見られる児童生徒の多い学校90校に対して、放課後学習等の個別支援を重点的に実施。

「学力向上支援チーム事業」における一部対象校での
重点的支援　※教育重点で予算要求 【再掲】

➢継続的な登校に至らない又は不登校の児童生徒に対し、学習支援や登校支援等を実施。
➢西成区は各校にサポーターを配置し、こどもサポートネットなど各種事業と連携し実施。
➢R７年度より、浪速区・福島区・西区において、不登校の児童生徒が一歩踏み出せるよう、登校支援のためのサポーター
を配置するなど、新たな取組を実施。淀川区は昨年度実施した不登校支援について、対象校を拡充して実施。

学習・登校サポート事業

不登校生徒支援事業

西成区こども生活・まなびサポート事業　※西成特区で予
算要求 【再掲】

不登校児童・生徒への支援（※再掲含む）　　計

登校支援が必要な児童生徒への支援事業

不登校児童生徒支援事業

「つながる・つなぐ」子ども支援事業

子どもの貧困をなくすための子どもと学校支援事業

不登校の改善及び防止に向けた児童・家庭支援事業

子どもたちの「生きる力」育み支援事業

不登校児童生徒支援事業

居
場
所
づ
く
り

➢こどもの居場所や企業、社会福祉施設等によるネットワークを構築し企業等からの物資提供の受皿となる機能を担うとと
もに、安心・安全な運営の基盤整備のための取組みなど、こどもの居場所等の活性化を図る。
➢必要な地域にこどもの居場所が開設されるよう、補助金を交付する。

こども支援ネットワーク事業

大阪市こどもの居場所開設支援事業

居場所づくり　　計

複
合
的
課
題
の
横
断
的
解
決

複合的課題を横断的に解決する仕組みづくり

大阪市こどもサポートネットの構築

➢学校における「気づき」により課題を抱えるこどもや世帯を発見し、学校・区役所（保健福祉センター）・地域資源などが連
携して総合的に支援する。
➢R７年度より、スクールカウンセラーの資質を向上させ、こどものアセスメントを充実させるため、スーパーバイザーを配置。

大阪市こどもサポートネット（コーディネーター配置）

学
習
習
慣
の
定
着

不
登
校
児
童
・
生
徒
へ
の
支
援

大阪市こどもサポートネット（スクールソーシャルワー
カーの配置）

大阪市こどもサポートネット（スクールカウンセラー事業）

複合的課題を横断的に解決する仕組みづくり　　計
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R６年度 R７年度（案）

区
分

No. 所　　属 事　　　業　　　名
重点経費（千円）

区分

17 こども青少年局 8,132 8,132 継続

8,132 8,132

18 こども青少年局 94,384 105,854 拡充

19 こども青少年局 22,549 20,415 拡充

20 こども青少年局 10,484 新規

116,933 136,753

21 こども青少年局 25,278 35,614 拡充

22 こども青少年局 9,888 7,237 継続

35,166 42,851

完了 浪速区 10,018 完了

完了 住之江区 4,612 裁量

完了 都島区 7,673 裁量

完了 天王寺区 1,091 裁量

完了 鶴見区 13,676 裁量

37,070 0

1,547,979 1,659,589

令和７年度　　1,659,589千円、差引市費1,329,588千円　22事業（11所属[９区、２局]）※西成区、教育委員会再掲含む

令和６年度　　1,547,979千円、差引市費 1,348,633千円　23事業（13所属[11区、２局]）※西成区、教育委員会再掲含む

令和５年度　　1,412,146千円、差引市費 1,218,271千円　23事業（12所属[10区、２局]）※西成区、教育委員会再掲含む

令和４年度　　1,311,292千円、差引市費 1,118,692千円　21事業（11所属[９区、２局]）※西成区、教育委員会再掲含む

令和３年度　　1,213,145千円、差引市費 1,070,366千円　25事業（15所属[13区、２局]）※西成区再掲含む

令和２年度　　1,228,738千円、差引市費 1,084,617千円　31事業（18所属[16区、２局]）※西成区再掲含む

令和元年度　　885,421千円、差引市費 730,710千円　37事業（22所属[19区、３局]）※西成区再掲含む

平成30年度　　707,542千円、差引市費 589,797千円　36事業（21所属[18区、３局]）

平成29年度　　219,235千円、差引市費 211,131千円　19事業（12所属[10区、２局]）

➢市内にある府立高校への出張授業や生徒へのアウトリーチ、LINE等の活用による相談受付を実施。

若者自立支援事業（高校中退者への支援策）

裁量経費へ移行又は完了するもの　　計

若年ひとり親家庭等支援事業

ひとり親世帯への支援策　　計

そ
の
他
の
顕
著
な
課
題

➢養育費の確保を確実にするための情報提供や弁護士による無料相談、家庭裁判所等への同行支援や履行確保の支援
など総合的な支援を実施。
➢養育費の受領率を向上させるため、R7年度より、強制執行着手金に対する補助を創設。

養育費確保のトータルサポート事業

➢こどもの貧困対策推進本部の運営にかかる事務費

こどもの貧困対策推進経費

鶴見区　こどもの学習支援事業

学習習慣の定着

浪速まなび支援事業

放課後学習チャレンジ教室事業

こどもの居場所等における学び・生活サポート事業

都島区小学生サポート事業

こどもの貧困対策関連事業（重点的に取り組むもの）　合　計

　重点施策推進経費

ひ
と
り
親
世
帯

裁
量
経
費
へ
移
行
又
は
完
了
す
る
も
の

その他の顕著な課題　　計

不登校児童・生徒への支援

高校中退者への支援策　　計

ひとり親世帯への支援策

➢ひとり親世帯の就業等による自立を促進するための支援策。
➢R７年度より、就職に有利な資格取得にかかる経費の補助について、所得要件を撤廃または緩和するとともに、対象とな
る資格に美容師資格を追加。
➢また、若年ひとり親家庭を対象に交流事業などを実施し、各種支援制度の周知や必要な支援につなげる。

ひとり親家庭自立支援給付金事業
(ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金・ひとり親家庭高等学校卒業
程度認定試験合格支援事業）

ひとり親家庭専門学校等受験対策事業

高
校
中
退

高校中退者への支援策


